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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、当社を吸収分割会社、株式会社タカラレーベン西日本（以下「承継会社」といいます。）を吸収分割承継会

社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）に関し、2022年５月13日付で、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号に基づき臨時報告書を提出し、また、2022年５月30日付

で、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき当該臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、今般、当該

臨時報告書の記載事項のうち未定となっておりました事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項

の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

５．本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

 

 

３【訂正内容】

訂正箇所には下線を付しております。

 

５．本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、

　　純資産の額、総資産の額及び事業の内容

 

（訂正前）

商号 株式会社タカラレーベン　※１

本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号　※２

代表者の氏名 未定

資本金の額 未定

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 不動産販売事業、賃貸事業、不動産流通事業　など

※１　2022年10月１日付で、現在の「株式会社タカラレーベン西日本」から商号変更予定です。

※２　2022年10月１日付で、現在の愛媛県松山市二番町三丁目６番地５から移転予定です。

 

（訂正後）

商号 株式会社タカラレーベン　※１

本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号　※２

代表者の氏名 代表取締役　島田和一

資本金の額 400百万円

純資産の額 15,926百万円

総資産の額 51,074百万円

事業の内容 不動産販売事業、賃貸事業、不動産流通事業　など

※１　2022年10月１日付で、現在の「株式会社タカラレーベン西日本」から商号変更予定です。

※２　2022年10月１日付で、現在の愛媛県松山市二番町三丁目６番地５から移転予定です。

以　上
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